
43.　4.　15
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
催しなどが中止・延期になる場合があります。

※市外局番は書いてあるものを除きすべて
042です。

い
ず
れ
も
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

　
【
会
場
】納
税
課（
市
役
所
２
階
）

　
【
そ
の
他
】保
育
園
保
育
料
、
保

育
園
副
食
費
、
学
童
保
育
所
費
は
、

納
付
書
を
持
参
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
領
収
し
ま
す

　
【
ご
注
意
】納
税
証
明
書
の
発
行

は
で
き
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
納
税
課
☎
４
７
０
・

７
７
３
０
へ
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
４
月
１
日
付
で

新
教
育
長
に
土
屋
健
治
（
つ
ち
や

け
ん
じ
）
氏
（
６２
歳
）
が
就
任
し

ま
し
た
。

　
任
期
は
４
月
１
日
〜
６
年
３
月

３１
日
の
３
年
間
で
す
。

　
同
氏
の
主
な
経
歴
は
次
の
通
り

　
【
課
長
級
】企
画
経
営
室
企
画
調

整
課
長
兼
主
査
事
務
取
扱
（
企
画

経
営
室
企
画
調
整
課
長
）
道
辻
正

信
▽
企
画
経
営
室
財
政
課
長
（
市

民
部
課
税
課
長
）
片
山
英
徳
▽
総

務
部
総
務
課
長
（
子
ど
も
家
庭
部

子
育
て
支
援
課
長
）
関
知
紀
▽
総

務
部
情
報
管
理
課
長
兼
統
計
調
査

係
長
事
務
取
扱
（
総
務
部
情
報
管

理
課
長
）
市
澤
信
明
▽
市
民
部
生

活
文
化
課
長
（
子
ど
も
家
庭
部
児

童
青
少
年
課
長
補
佐
兼
児
童
青
少

年
係
長
）
木
村
大
輔
▽
市
民
部
課

税
課
長
（
福
祉
保
健
部
保
険
年
金

課
長
）
廣
瀬
明
子
▽
市
民
部
納
税

課
長
※
（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務

局
長
）
保
木
本
健
一
▽
環
境
安
全

部
環
境
政
策
課
長
（
環
境
安
全
部

環
境
政
策
課
長
兼
計
画
調
整
係
長

事
務
取
扱
）
桑
原
直
人
▽
福
祉
保

健
部
福
祉
総
務
課
長
（
教
育
部
図

書
館
長
）
佐
藤
貴
泰
▽
福
祉
保
健

部
健
康
課
長
（
福
祉
保
健
部
主

幹
）
高
柳
邦
昭
▽
福
祉
保
健
部
保

険
年
金
課
長
（
福
祉
保
健
部
福
祉

総
務
課
長
）
中
谷
義
昭
▽
子
ど
も

家
庭
部
子
育
て
支
援
課
長
（
企
画

経
営
室
企
画
調
整
課
長
補
佐
兼
主

　
園
田
喜
雄
（
そ
の
だ
よ
し

お
）
前
教
育
長
の
任
期
満
了
に

伴
い
、
令
和
３
年
第
１
回
市
議

会
定
例
会
に
お
い
て
「
東
久
留

米
市
教
育
委
員
会
教
育
長
の
任

命
に
つ
い
て
」
の
議
案
が
上
程

さ
れ
、
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
４
月
１
日
付
お
よ

び
７
日
付
で
部
課
長
お
よ
び
係

長
・
係
員
の
異
動
を
行
い
ま
し

た
。
部
課
長
級
の
異
動
は
次
の

通
り
で
す
（
カ
ッ
コ
内
は
前
職
。

※
は
再
任
用
）。

◎
４
月
１
日
付

　
【
部
長
級
】議
会
事
務
局
長
兼

議
会
事
務
局
次
長
事
務
取
扱
※

（
議
会
事
務
局
長
兼
議
会
事
務

局
次
長
事
務
取
扱
）
坂
東
正
樹

▽
企
画
経
営
室
長
（
子
ど
も
家

庭
部
長
）
長
澤
孝
仁
▽
総
務
部

長
兼
管
財
課
主
幹
事
務
取
扱
※

（
総
務
部
長
兼
管
財
課
主
幹
事

務
取
扱
）
佐
々
木
弘
治
▽
市
民

部
長
（
教
育
部
長
）
森
山
義
雄

▽
子
ど
も
家
庭
部
長
（
企
画
経

営
室
財
政
課
長
）
功
刀
隆
▽
都

市
建
設
部
長
※
（
都
市
建
設
部

長
）小
原
延
之
▽
教
育
部
長（
市

民
部
長
）
山
下
一
美

で
す
。
昭
和
５７
年
４
月
に
東
久

留
米
市
役
所
入
庁
、
そ
の
後
、

都
市
建
設
部
都
市
政
策
担
当
課

長
、
企
画
経
営
室
参
事
、
企
画

経
営
室
長
を
歴
任
。

査
）
沼
田
多
加
志
▽
都
市
建
設

部
道
路
計
画
課
長
（
都
市
建
設

部
道
路
計
画
課
長
兼
道
路
交
通

計
画
係
長
事
務
取
扱
）
武
内
浩

司
▽
都
市
建
設
部
施
設
建
設
課

長
（
都
市
建
設
部
施
設
建
設
課

長
兼
主
査
事
務
取
扱
）
小
林
徹

雄
▽
会
計
課
長
（
総
務
部
総
務

課
長
）
浦
山
和
人
▽
教
育
部
図

書
館
長
（
市
民
部
生
活
文
化
課

長
）
島
崎
律
照
▽
選
挙
管
理
委

員
会
事
務
局
長
（
市
民
部
納
税

課
長
）
岩
澤
純
二
▽
監
査
事
務

局
長
（
会
計
課
長
）
渋
谷
千
春

◎
４
月
７
日
付

　
【
部
長
級
】総
務
部
長
兼
会
計

課
長
事
務
取
扱
※
（
総
務
部
長

兼
管
財
課
主
幹
事
務
取
扱
）

佐
々
木
弘
治

　
【
課
長
級
】総
務
部
総
務
課
長

兼
管
財
課
主
幹
（
総
務
部
総
務

課
長
）
関
知
紀
▽
福
祉
保
健
部

健
康
課
長
（
会
計
課
長
）
浦
山

和
人
▽
福
祉
保
健
部
主
幹
（
福

祉
保
健
部
健
康
課
長
）
高
柳
邦

昭
　
詳
し
く
は
職
員
課
☎
４
７

０
・
７
７
１
６
へ
。

　
夜
間
と
休
日
に
市
税
な
ど
の
納

付
と
納
付
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま

す
。
仕
事
な
ど
で
平
日
の
相
談
が

困
難
な
方
は
、
ぜ
ひ
こ
の
機
会
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
納
付
相
談
は
、

事
前
連
絡
を
い
た
だ
け
る
と
相
談

が
ス
ム
ー
ズ
に
進
み
ま
す
。
来
庁

の
日
時
を
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】▼
夜
間
納
付
相
談
窓
口

＝
４
月
２１
日
（
水
）
の
午
後
８
時

ま
で
▼
休
日
納
付
相
談
窓
口
＝
４

月
２４
日
（
土
）・
２５
日
（
日
）
の

特
別
児
童
扶
養
手
当

　
次
の
①
〜
③
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
２０
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
し

て
い
る
父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
①
愛
の
手
帳
１
〜

３
度
程
度
②
身
体
障
害
者
手
帳
１

〜
３
級
程
度
③
長
期
間
安
静
を
必

要
と
す
る
病
状
ま
た
は
精
神
の
障

害
に
よ
り
、
日
常
生
活
に
著
し
い

制
限
を
受
け
る
児
童
。
た
だ
し
、

施
設
入
所
者
、
児
童
の
障
害
を
支

給
事
由
と
す
る
公
的
年
金
を
受
給

さ
れ
て
い
る
方
に
は
支
給
さ
れ
ま

せ
ん
。

　
※
申
請
者
本
人
・
配
偶
者
・
扶

養
義
務
者
の
所
得
制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】▼
１
級
＝
５
万
２

５
０
０
円
▼
２
級
＝
３
万
４
９
７

０
円特

別
障
害
者
手
当

　
重
度
の
障
害
が
あ
る
た
め
、
日

常
生
活
に
常
時
特
別
の
介
護
が
必

要
な
２０
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ
れ

ま
す
（
お
お
む
ね
身
体
障
害
者
手

帳
１・２
級
程
度
、愛
の
手
帳
１・

２
度
程
度
で
、
か
つ
、
そ
れ
ら
が

重
複
し
て
い
る
方
。
あ
る
い
は
、

こ
れ
ら
と
同
等
の
疾
病
、
精
神
障

害
の
方
）
た
だ
し
、
施
設
入
所
者

お
よ
び
病
院
等
に
３
カ
月
を
超
え

て
入
院
し
て
い
る
方
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。

　
※
本
人
・
扶
養
義
務
者
の
所
得

制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】２
万
７
３
５
０
円

障
害
児
福
祉
手
当

　
重
度
の
障
害
が
あ
る
た
め
、
日

常
生
活
に
常
時
介
護
を
必
要
と
す

る
２０
歳
未
満
の
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
（
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
お
よ

び
２
級
の
一
部
程
度
、
ま
た
は
愛

の
手
帳
１
度
お
よ
び
２
度
の
一
部

程
度
の
方
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら

と
同
等
の
疾
病
、
精
神
障
害
の

方
）。
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
お

よ
び
障
害
年
金
等
の
受
給
者
に
は

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
※
本
人
・
扶
養
義
務
者
の
所
得

制
限
あ
り
。

　
【
手
当
月
額
】１
万
４
８
８
０
円

手
当
額
の
改
定
は 

行
わ
れ
ま
せ
ん

　
例
年
４
月
分
か
ら
児
童
扶
養
手

当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別

障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当

　
【
支
給
対
象
者
】申
請
日
時
点
で

支
給
対
象
児
童
の
属
す
る
世
帯
の

世
帯
主

　
【
支
給
額
】対
象
児
童
１
人
に
つ

き
５
万
円

　
【
申
請
方
法
】対
象
と
な
る
方
に

は
、
４
月
中
旬
に
給
付
金
の
案
内

文
書
お
よ
び
申
請
書
を
送
付
し
ま

す
。
申
請
書
に
記
入
の
上
、
必
要

書
類
を
添
付
し
、
同
封
の
返
信
用

封
筒
に
入
れ
て
７
月
３０
日
（
金
）

ま
で
に
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
児
童
青
少
年
課
助

成
支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６

へ
。

話
番
号
・
本
籍
・
生
年
月
日
・
党

派
・
職
業
・
選
挙
管
理
委
員
会
か

ら
の
連
絡
先
（
担
当
者
名
・
電
話

番
号
）
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
会
場
の
都
合
上
、
出
席
者

は
１
候
補
原
則
２
人
ま
で
で
す
。

　
詳
し
く
は
選
挙
管
理
委
員
会
事

務
局
☎
４
７
０
・
７
７
９
０
へ
。

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
な
お
、
今

年
度
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ

る
回
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

　
調
査
結
果
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
公
表
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
行
政
管
理
課
☎
４
７

０
・
８
０
３
１
へ
。

　
①
昭
和
５６
年
５
月
３１
日
以
前
に

建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅

　
②
地
上
３
階
ま
で
の
戸
建
住
宅

（
店
舗
併
用
住
宅
含
、地
階
除
く
）

　
③
現
に
居
住
の
用
に
供
さ
れ
て

い
る
こ
と
（
耐
震
改
修
助
成
の
場

合
）

　
④
耐
震
診
断
の
結
果
、
構
造
耐

震
指
標
Ｉ
Ｗ
値
が
１
・
０
未
満
で

あ
る
こ
と
（
耐
震
改
修
助
成
の
場

合
）

　
【
耐
震
改
修
の
対
象
と
な
る
工

事
】耐
震
診
断
を
行
っ
た
結
果
に

基
づ
き
構
造
耐
震
指
標
Ｉ
ｗ
値
が

１
．
０
以
上
と
な
る
よ
う
補
強
を

行
う
工
事

　
詳
し
く
は
施
設
建
設
課
☎
４
７

０
・
７
７
５
６
へ
。

　
国
が
実
施
し
た
特
別
定
額
給
付

金
の
基
準
日
の
翌
日
（
令
和
２
年

４
月
２８
日
）
以
降
に
生
ま
れ
、
給

付
金
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
新

生
児
を
養
育
す
る
家
庭
の
経
済
的

負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
市
独
自
に
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

　
【
支
給
対
象
児
童
】２
年
４
月
２８

日
〜
１２
月
３１
日
に
出
生
し
、
給
付

金
の
申
請
日
に
お
い
て
、
市
の
住

民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い
る

児
童

※
支
給
対
象
児
童
に
は
転
入
者
も

含
み
ま
す
が
、
当
市
以
外
の
市
区

町
村
で
既
に
本
給
付
金
と
同
等
の

も
の
を
受
給
し
て
い
る
場
合
は
対

象
外
と
な
り
ま
す
。

　
北
多
摩
第
四
選
挙
区
（
清
瀬

市
・
東
久
留
米
市
）
で
は
、
立
候

補
を
予
定
し
て
い
る
方
を
対
象
に

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
立
候
補

予
定
者
ま
た
は
関
係
者
の
方
は
、

必
ず
ご
出
席
く
だ
さ
い
。

　
【
日
時
】５
月
７
日
（
金
）
午
後

２
時
か
ら

　
【
会
場
】市
役
所
７
階
７
０
４
会

議
室
Ａ

　
【
持
ち
物
】筆
記
用
具

　
※
当
日
受
付
票
に
記
載
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
立
候
補
予
定
者
の

氏
名
（
ふ
り
が
な
）・
住
所
・
電

　
市
で
は
、
市
が
実
施
し
て
い
る

さ
ま
ざ
ま
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
に
関

す
る
成
果
や
実
績
な
ど
を
把
握
す

る
た
め
、「
施
策
成
果
等
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
市
内
在
住
の
１８
歳
以
上
の
方
の

中
か
ら
無
作
為
に
２
０
０
０
人
を

抽
出
し
、
４
月
下
旬
に
調
査
票
を

送
付
す
る
予
定
で
す
。

　
調
査
票
が
届
い
た
方
は
、
ご
協

　
市
で
は
、
住
宅
耐
震
化
緊
急
促

進
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策

定
し
、
耐
震
改
修
計
画
に
定
め
た

木
造
住
宅
の
耐
震
化
率
９５
％
の
達

成
に
向
け
て
、
耐
震
化
の
促
進
を

進
め
る
た
め
、
昭
和
５６
年
５
月
３１

日
以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅

の
耐
震
診
断
や
耐
震
改
修
に
要
す

る
費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま

す
。

　
い
ず
れ
も
実
施
す
る
前
に
申
請

を
し
な
い
と
助
成
が
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。
助
成
手
続
き
な
ど
、
詳
細

は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ま
た
は
施

設
建
設
課
６
番
窓
口
（
市
役
所
５

階
）
で
配
布
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
【
耐
震
診
断
助
成
金
額
】最
大
５

万
円
。
耐
震
診
断
に
要
し
た
費
用

（
消
費
税
を
除
く
）
の
２
分
の
１

以
内（
千
円
未
満
端
数
切
り
捨
て
）

　
【
耐
震
改
修
助
成
金
額
】最
大
６０

万
円
。
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用

（
消
費
税
を
除
く
）
の
３
分
の
１

以
内（
千
円
未
満
端
数
切
り
捨
て
）

　
【
助
成
対
象
住
宅
】

が
改
定
さ
れ
ま
す
が
、
３
年
度
は

手
当
額
の
改
定
は
行
わ
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

　
次
の
①
・
②
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
①
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、

愛
の
手
帳
１
〜
３
度
、
脳
性
ま
ひ

ま
た
は
進
行
性
筋
萎
縮
症
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
２０
歳
以
上
の
方

②
身
体
障
害
者
手
帳
３
・
４
級
の

方
、
愛
の
手
帳
４
度
の
方
、
難
病

医
療
費
助
成
受
給
者
の
方
。

　
た
だ
し
、
施
設
入
所
の
方
、
６５

歳
以
上
で
新
た
に
対
象
要
件
を
満

た
し
た
方
、
児
童
育
成
手
当
の
障

害
手
当
を
受
給
中
の
方
は
受
給
で

き
ま
せ
ん
。

　
※
２０
歳
以
上
は
本
人
、
２０
歳
未

満
は
扶
養
義
務
者
の
所
得
制
限
あ

り
。　
　

　
【
手
当
月
額
】①
が
１
万
５
５
０

０
円
、
②
が
４
０
０
０
円

心
身
障
害
者
福
祉
手
当

住

宅

加

算

　
次
の
①
・
②
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
①
手
当
月
額
１
万
５
５
０
０
円

の
心
身
障
害
者
福
祉
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
②
市
内
の
民
間
ア

パ
ー
ト
・
借
家
等
に
お
住
ま
い
で
、

市
よ
り
他
の
住
宅
扶
助
を
受
け
て

い
な
い
非
課
税
世
帯
の
方

　
【
手
当
月
額
】３
５
０
０
円

重
度
心
身
障
害
者
手
当

　
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と
す

る
重
度
心
身
障
害
者
の
方
。
新
た

に
６５
歳
前
に
次
の
①
〜
③
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
判
定
を
受
け
、

認
定
さ
れ
た
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
①
重
度
の
知
的
障
害
で
常
時
特

別
な
介
護
を
必
要
と
す
る
方
②
重

度
の
知
的
障
害
と
身
体
障
害
の
重

複
障
害
の
方
③
重
度
の
肢
体
不
自

由
で
四
肢
機
能
が
失
わ
れ
座
っ
て

い
る
こ
と
が
困
難
な
方
。

　
た
だ
し
、
施
設
入
所
者
お
よ
び

３
カ
月
を
超
え
て
入
院
し
て
い
る

方
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
※
２０
歳
以
上
は
本
人
、
２０
歳
未

満
は
扶
養
義
務
者
の
所
得
制
限
あ

り
。

　
【
手
当
月
額
】６
万
円

　
詳
し
く
は
特
別
児
童
扶
養
手
当

に
つ
い
て
が
児
童
青
少
年
課
助
成

支
援
係
☎
４
７
０
・
７
７
３
６
、

そ
の
他
手
当
に
つ
い
て
が
障
害
福

祉
課
☎
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

▲土屋健治
教育長

教
育
長
に
土
屋
健
治
氏
が
就
任
し
ま
し
た

教
育
長
に
土
屋
健
治
氏
が
就
任
し
ま
し
た

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者
手
当

な
ど
の
ご
案
内
と
各
手
当
額
の
お
知
ら
せ

な
ど
の
ご
案
内
と
各
手
当
額
の
お
知
ら
せ

市
人
事
異
動

市
人
事
異
動

夜
間
・
休
日
納
付
相
談
窓
口
を

夜
間
・
休
日
納
付
相
談
窓
口
を

��

開
設
し
ま
す

開
設
し
ま
す

東
京
都
議
会
議
員
選
挙
立
候
補

東
京
都
議
会
議
員
選
挙
立
候
補

予
定
者
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

予
定
者
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

新
生
児
臨
時
特
別
定
額

新
生
児
臨
時
特
別
定
額

給
付
金
を
支
給
し
ま
す

給
付
金
を
支
給
し
ま
す

施
策
成
果
等
ア
ン
ケ
ー
ト

施
策
成
果
等
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
を
実
施
し
ま
す

調
査
を
実
施
し
ま
す

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
・
耐
震

改
修
助
成
を
利
用
し
ま
せ
ん
か


